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（西村議員） それでは、ただ今から、令和２年第６回経済財政諮問会議を開催い

たします。  

 本日は、北村規制改革担当大臣にも御参加いただき、感染症の長期化・再発等に

備えるための「緊急提言」について、さらに、今から取り組むべき「未来への変革

に向けて」について御議論いただきます。前回に引き続き、新型コロナウイルス感

染症の拡大防止の観点から、安倍総理、菅官房長官、私以外の皆様は、テレビ会議

によって御出席いただいております。  

 それでは、早速、議題に移ります。お手元に、今月 20日に閣議決定しました緊急

経済対策の改定版と、その経済効果試算をお配りしておりますので御報告いたしま

す。  

 本日は、時間も限られておりますので、御発言はポイントを絞っていただいて簡

潔にお願いしたいと思います。  

 

〇緊急提言  

〇未来への変革に向けて  

（西村議員） 最初に、柳川議員から、「緊急提言」について民間議員提出資料の

説明をお願いします。柳川議員、どうぞ。  

（柳川議員） 資料３－１・３－２ですが、ポイントを絞ってお話しさせていただ

きます。  

 この会議でも何度もお話ししていますけれども、デジタル化・オンライン化は非

常に重要であり、緊急経済対策を実りあるものにするためにも、それから、将来の

経済の回復・発展を実現させるためにも、これはある意味で必須の「魔法の杖」と

言っても良いものだと思います。  

 しかし、その中で多くの支援策が、対面、印鑑を必要とする、書面でなければい

けないということを原則としていることは、あまりにも残念な事態です。資料３－

２にありますように、例えば、雇用調整助成金でもオンラインでは手続ができない

ということで、せっかく自粛で自宅にいる人たちを増やすためのものが、こういう

雇用調整助成金を受け取るために外へ出ていかなければいけない、印鑑を押して書

類を持っていかなければいけないということは、非常に残念な事態ですので、この

状況を一刻も早く改めるべきと考えます。  

 あるいは、支援策だけではなくて、テレワークにおいても、押印や書面提出が必

要なために、せっかくテレワークできる状況でありながら、会社へ出ていくという

状態があることは、これもとても残念です。こういう構造を全面的に改めて、対面

・押印・書面を必要としないオンライン化・デジタル化を抜本的に進めるべきと考

えます。そのためには、民間契約上の制度の見直し、慣行の見直し、そして行政サ

ービスの見直しが必要だと考えます。  
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そこで、北村大臣にお伺いしたいのですが、押印・書面・対面から、簡易な、デ

ジタルで完結する手続へと早期に一気に移行するためには、まず、政府が率先する

ことが不可欠であると考えます。ＩＴ政策担当大臣などと協力して、行政手続の書

面・押印文化は早急に一掃すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。さ

らに、民間の契約での書面・押印を無くすためには、無くせと言うだけではダメで

あり、やはりひな形を提示して、デジタル化を積極的に推奨する。あるいは、阻害

する規制や制度を直ちに改めるなどの積極的な対策が必要だと考えますけれども、

いかがでしょうか。後でお答えいただければ幸いです。  

 その他には、デジタル化だけではなくて、地域の産業をしっかり守っていく、雇

用を守っていく、あるいは生活を守っていくということで、地域産業を支援する地

方金融機関などをしっかり支援して地域経済を守っていくこと。  

 それから、家賃負担の問題は、誰が負担するかということはなかなか難しい問題

ですけれども、やはりこれは早期に解決を図らないと、多くの事業者、例えば飲食

であるとか、そういう人たちが潰れてしまいますとこれはもう元には戻せない状況

ですので、時間が掛かるのではなくて、ある程度早期に負担の問題を解決していく

ということが必要ではないかと思っております。  

 以上です。  

（西村議員）  ありがとうございます。  

 時間の関係上、続けて、もう一つの議題、「未来への変革に向けて」について、

竹森議員から御説明をお願いいたします。  

（竹森議員） サステナブル・イノベーション投資について、今後、この危機が終

わってＶ字回復を遂げるという局面が来たとして、どういう形でＶ字回復が実現で

きるのか。消費が大きく盛り上がるということはあまり考えられないし、住宅投資

が急増するということも考えられない。おそらく政府が中心となって、明確な政策

目標を持った投資を進めていく以外に、方法はないと思います。  

 ここではサステナブルな投資をその政策目標に取り上げた。その中でも、特に、

環境が重要なポイントだと思います。これについて、フランスのマクロン大統領が

インタビューに応えて貴重な指摘をしています。  

 新型コロナウイルスの問題によって、もう環境に金を使うどころではないという

意見もあるが、そうではないだろう。新型コロナウイルスの危機というのは、呼吸

ができなくなる恐怖に国民が直面した問題であるが、結局、環境の問題も、これか

らもまともに呼吸していくことができるのかという恐怖を我々に感じさせる点で、

まったく同じ性質なのだということです。大統領は人類学的な認識の変化が起こっ

ていると言いますけれども、それは、パンデミックについても、温暖化についても、

これまでも専門家は警告を出していた。しかし一般国民はそれを遠い先の問題で、

自分に関係がない話だと思っていた。それがパンデミックで身近な問題になったと
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いう、そのような認識の根本的な変化が起きています。  

 もう一つは、財政について言いますと、これまでは、とにかく税金を少なくして、

消費を伸ばすことが大事だと考えられていたが、今回、本当に必要なことには、し

っかりお金を使わなければいけないことが分かった。おそらく、今回のことで、医

療政策の考え方も変わってくると思いますが、必要なことにはしっかりお金を使う

べきだという点は環境の問題についても共通して言えると思います。  

 新型コロナウイルスの問題と環境の問題は似ています。まず、企業の財務余力が

関係する。コロナでは、財務余力のない企業が困っているが、環境でも、電気料金

をあまり上げず、それでいて再生可能エネルギーに割ける財務余力が電力会社にあ

るかという問題がある。それから、デジタル化は、新型コロナウイルスの問題で緊

急に進めることが必要になり、実際に進んでおります。このデジタルを使って、今

後電力のスマートな運営をしていくことも重要になる。最後は、国際協力です。こ

れは、新型コロナウイルスの問題について、外部性という、一つの国の行動が他の

国に影響するということがものすごく大きいですが、環境についても同じです。環

境の改善には皆で協力しなければならないが、一つの国が勝手に環境を悪くしてい

たら全体としての環境は悪くなるわけです。これらの３つの問題は非常に似ていま

すので、今回の新型コロナウイルスによる危機を出発点として、環境についての国

際協力を進めることが非常に大事だと思います。  

 今回の新型コロナウイルスによる危機は、経済的な打撃という点で、大恐慌に近

くなっています。大恐慌の後には、世界の政治がガタガタになって恐ろしいことが

起きた。今回もそうなる可能性があるけれども、今、主要国がしっかり舵を取れば、

そうならない可能性もある。かえって、世界との協調が進む可能性もあるという点

では、私は、その手掛かりとしてサステナブルな投資、イノベーションに対する投

資を、世界全体で協力して進めていくという考えは、非常に大事だと考えます。  

（西村議員）  よろしいですか。ありがとうございます。  

 それでは、閣僚からお願いしたいと思います。北村大臣、お願いします。  

（北村臨時議員）  規制改革担当の北村誠吾でございます。  

 規制改革推進会議では、現在、デジタル社会に対応する規制の在り方を議論して

おります。新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、テレワークの推進は大変

重要であり、押印や書面提出の義務付けなどテレワークの実施を困難としている規

制や制度は早期に見直すべきと考えております。  

 規制改革推進会議の事務局より、先週４月 22日水曜日、日本経済団体連合会、経

済同友会、日本商工会議所、そして新経済連盟の経済４団体に対し、書面手続や押

印の見直しなど、緊急対応のために必要な事項の要望の提出を依頼しているところ

でございます。  

 今後、規制改革推進会議において、現場の声を踏まえながら、関係省庁と見直し
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の議論を早急に進め、直ちに実現できるものについては、順次、関係府省に取組を

お願いしてまいります。  

 なお、御指摘のありましたひな形なども含め、しっかりと検討してまいりたいと

考えております。御指摘の行政手続の簡素化につきましても、先日 22日でございま

したが、ＩＴ総合戦略本部において、総理より、「ＩＴ本部が中心となって、従来

のデジタル・ガバメント実行計画を見直し、全ての行政手続きについて、デジタル

化の前倒しなどを至急検討」するよう御指示を頂きました。  

 規制改革推進会議でもデジタルガバメントワーキング・グループにおいて、行政

手続のオンライン化に向けた検討を進めて、私も、日本のあらゆる分野の生産性向

上のためには、行政部門の手続を技術の進展に見合う使いやすいものに仕立て直し

ていくことが大事であろうと考えております。  

 今後は、ＩＴ総合戦略本部による全ての行政手続についてのデジタル化の前倒し

の取組をフォローしながら、ＩＴ総合戦略本部と共に連携して、書面・押印の見直

しに取り組んでまいろうと存じておりますので、御協力・御指導方をよろしくお願

い申し上げます。  

（西村議員）  北村大臣、よろしくお願いいたします。  

 続いて、梶山大臣、お願いします。  

（梶山議員）  経済産業大臣の梶山でございます。  

 今後の日本経済において、民間議員からも御提言されているように、持続可能な

制度やシステムの構築、未来に向けた研究開発投資やオープンイノベーションの促

進、グリーンファイナンス等を通じた「環境と成長の好循環」の実現が重要である

と考えております。  

 この際、ＡＩ・ＩｏＴといったデジタル技術と再生可能エネルギーや蓄電技術な

どを最大限に融合させた分散型エネルギーシステムの構築などの分野において、日

本の強みを活かした競争力のある「産業」を創出すること。再生可能エネルギーを

最大限導入するための送電線の増強など、「経済社会インフラ」を思い切って変革

すること。今後 10年間の官民で 30兆円に上る「革新的環境イノベーション戦略」に

掲げた研究開発投資を、確実に実施し、加速することが必要だと考えております。 

 本日の御意見も踏まえて、西村大臣と共に、未来投資会議における検討を進めて

まいります。  

 以上です。  

（西村議員）  ありがとうございます。続いて、高市大臣、お願いいたします。  

（高市議員） まず、議題１のデジタル対応について申し上げます。総務省でも４

月 20日から検討会を開催しまして、会社間での発注や支払いを押印・書面によらず

に行うために、電子ファイルがその会社によって作られたことを認証するトラスト

サービスの早期実現に向けた検討を行っています。遅くとも来年度中に、民間の認
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定制度の整備を目指しております。  

 それから、マイナンバー制度につきましては、今般の特別定額給付金で、マイナ

ンバーカードを活用したオンライン申請により、迅速な給付を図ることとしており

ます。  

 また、マイナンバーカードにつきまして、資料３－１で提案されている納税口座

への入金や所得・銀行口座との結び付けにつきましては、どのような機関が所得・

銀行口座の両方を保管・管理するのかも含め、具体の仕組みについて関係府省と共

に検討する必要がございます。  

 預貯金口座に対するマイナンバーの紐付けにつきましては、相続時や災害時の国

民負担の軽減などにも資するものでございますので、関係府省と共に積極的に検討

を進めてまいりたいと考えております。  

 次に、議題２に関し、５Ｇについて申し上げます。遠隔教育、遠隔医療、テレワ

ークの利用拡大を見据え、展開支援をしっかりと進めてまいります。５Ｇのその先

の「Ｂｅｙｏｎｄ  ５Ｇ」、いわゆる６Ｇで日本が世界で優位に闘っていくために、

研究開発や知財・標準化などの戦略を今年の６月に取りまとめ、関係省庁と連携し

てしっかりと推進してまいります。  

 最後に、分散型エネルギーシステムの構築について、総務省では、以前より地方

公共団体を核とした地域エネルギー事業を立ち上げるマスタープランの策定を関

係省庁と連携して支援しております。今後、この支援を拡充いたします。  

 災害時の自立的なエネルギー供給を可能とするシステムの構築を推進してまい

ります。特に、災害時には避難所等へのエネルギー供給を可能とするシステムの導

入に向けて、今年度からは、好事例の横展開や関係省庁の関連事業と連携した支援

の拡充を検討し、着手いたします。  

 以上です。  

（西村議員）  よろしくお願いします。麻生大臣、いかがでしょうか。  

（麻生議員） これまで、働き方改革といろいろ言われていたけれども、何だかん

だ言いながら、具体的にどうやっていくのかが見えてこなかったけれども、新型コ

ロナウイルスの影響で、間違いなくみんな在宅だ、テレワークだ、半分だけ出てこ

いとか、いろいろなことをやっても結構回っているということになり、結構生産性

は上がるんじゃないのかということに結果としてつながれば、日本というのは上手

いことをやってのけたなと言われるものを結果として出していかなければいけな

いという感じがしていますので、今いろいろなことが各所で行われておられると思

いますけれども、是非、積極的に進めていく。よろしくお願いします。  

（西村議員）  ありがとうございます。続いて、黒田総裁、お願いします。  

（黒田議員） 日本銀行は、本日、展望レポートを決定・公表いたしました。我が

国の景気は、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により厳しさを増し
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ており、先行きも当面厳しい状態が続くと予想されます。我が国の内外で感染症拡

大の影響が和らいでいけば、経済は改善していくと見られますが、不確実性は極め

て大きく、下振れリスクが大きいと考えています。こうした下、資金調達の円滑確

保と金融市場の安定維持が、一段と重要な局面になっています。  

 そこで、日本銀行は、本日、３月に続いて金融緩和の強化を決定しました。具体

的には、次回の「金融政策、物価等に関する集中審議」の際に御説明申し上げます。  

 本日は以上です。  

（西村議員）  ありがとうございます。  

 次に、民間議員から御意見を頂きます。まず、中西議員、お願いいたします。  

（中西議員）  ありがとうございます。  

 最初の議題について、当面の課題についてではなくて、資料３－１の３ページ、

治療薬・ワクチン開発について一言申し上げておきたいと思います。これはまだ開

発の途上で、これからやらなければいけないことがたくさんあるのですけれども、

今、新型コロナウイルスの広がり方を見ていますと、ある意味で、途上国での爆発

的感染の危険性が結構高い。そうしますと、ここを抑え込むということが、回り回

って、世界の経済の安定化にとって非常に重要になると考えておりまして、この治

療薬・ワクチンの開発だけではなくて、開発が完了した後、それを量産化すること、

あるいは、いち早く途上国に対してデリバリーするということを、Ｇ７を中心とし

た薬の開発能力のある国々が連携してやっていくべきではないかと思います。こう

した御提案があり、全く私もそのとおりだと思うので、是非、そういうことも想定

した推進を図っていただきたいということが私の追加の意見です。  

 二番目の議題につきましては、これは私の様々な思いを、直接、文章化していま

すので、未来投資会議で是非、様々な議論を展開させていただきたい。一番のポイ

ントは、投資を呼び込むための仕掛けが、今、回っていないということです。これ

は是非、じっくり未来投資会議でアイデアを固めていきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。  

（西村議員）  ありがとうございます。続いて、新浪議員、お願いします。  

（新浪議員）  ありがとうございます。  

 今後を見据えました医療安全保障の観点からも、Ｎ 95マスクなどの医療防護具や

人工呼吸器といった医療設備の十分な国内生産量の確保や備蓄の拡大に早急に取

り組んでいくべきではないかと思います。アビガンで行いましたような生産支援の

ための補助率を大幅に上げて財政措置をするということを考えてはどうかと思い

ます。  

 また、前回申し上げました家賃の支払いに苦しむ飲食業の方々などを中心に、中

小サービス業への支援について、引き続き、お願いしたいと思います。  

 さて、今日あえて強調したいことは、感染症拡大防止に注力するということは大
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変重要です。当然のことです。一方で、国民の生活を守るという観点から経済活動

も極めて重要であり、両者のバランスをいかにしっかり取っていくかということが

重要だと思います。緊急事態宣言が解除されることになっても、経済活動を徐々に

再開していくことになると思います。今からしっかりとそれに対して準備をするべ

きだと思います。  

 そこで、まず、感染状況を的確に把握するために、ＰＣＲ検査の拡充は不可欠で

して、引き続き、しっかりお願いしたいと思います。医療崩壊を防ぐためにも、重

症患者の発生を抑制する必要があります。これまでに、既にデータがいろいろある

と思います。データをしっかりと分析して、どのような基礎疾患や習慣を持ってい

る方々がリスクが高いのかを国民に示して、そのような方々により一層の注意を喚

起していくべきだと思います。  

 緊急事態宣言を解除しても、感染を抑制しつつ経済活動を行うために国民や企業

がどのように行動すべきか、国が再度ガイドラインをしっかりと示すべきではない

かと思います。外出時のマスク着用や２メートル以上のソーシャルディスタンスの

確保は、緊急事態宣言の有無にも関わらず、大変重要なことでございます。とりわ

け、社会的距離の確保について、これまで以上にその徹底を促すべきだと思います。 

 次に経済です。家計への支援を迅速に行うことが肝要です。そのためにも、マイ

ナンバーをしっかりと活用すべきだと思います。そして、早急に銀行口座とマイナ

ンバーを紐付けして、円滑な現金給付を可能とすべきだと思います。その上で、マ

イナンバーによる所得の把握を徹底し、今後のきめ細かな給付に活用すべきだと思

います。是非とも、高市大臣、よろしくお願い申し上げます。  

 現状の感染状況からしますと、第二弾・第三弾の給付金支給も考えなくてはいけ

ない事態になるかもしれません。その際は、財源的にも、マイナンバーの活用を含

めた工夫を十分考えなければいけないと思います。  

 もし、マイナンバーの効果、いわゆる施策が間に合わなければ、例えば、一律給

付した上で課税所得とすれば、累進課税の下で高所得者層から相当な回収ができ、

また、所得の低い方々には支援が行き渡るものだと思います。  

 そして、もし経済の再開がなかなか進まないとなりますと、例えば、自動車業界

は、大企業から中小・下請企業までを含めましてバリューチェーンが多大なるダメ

ージを受けることになります。その影響は多大なものになります。このような影響

が多大に出る産業に関しまして、産業連関におけるダメージをしっかりと今から分

析し、今後の対応を十分検討していく必要があるのではないかと思います。  

 最後に、総理が守るとおっしゃった雇用・家計・事業、それぞれ全て重要です。

とりわけ、その中でも最も守るべきは、家計ではないかと思います。安心感の礎で

あります家計を守ることができれば、レジリエントな社会を構築でき、収束後に新

たな事業や雇用が生まれてくることが十分期待できます。そのためには、感染収束
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まで必要な層の家計にしっかりと支援ができるように、是非ともよろしくお願い申

し上げます。  

（西村議員）  続いて、柳川議員、お願いいたします。  

（柳川議員） 北村大臣、力強いお言葉、ありがとうございました。それから、高

市大臣からも、力強いお言葉をありがとうございました。  

 デジタル化・オンライン化は、制度を変えただけでは意味が無いわけでして、そ

れが現場できちっと実行されているか、そこで課題が見付からないかということを

きちっとチェックして改善していく、そういう仕組みづくりが重要だと思いますの

で、是非、よろしくお願いいたします。  

 それから、中西議員がおっしゃったように、投資が十分に回っていかないという

部分は、これから日本にとって大きな課題だと思います。投資を呼び込んでいくた

めの仕掛けとおっしゃいましたけれども、これをできるだけたくさん作っていく。

その中の一つが、今日提言したエコロジーだとかグリーンエネルギーの話ですけれ

ども、その他にもいくつか作っていくことが重要だと思っています。  

 その中の一つとしては、麻生大臣の方からお話がありましたけれども、やはりこ

ういう状況になってくると働き方改革が具体的に進んできたということです。その

中で、日本なりの新しい働き方を確立して、それが投資に回っていく。こういうこ

とをきっちり考えていくべきではないかと思っております。  

 以上です。  

（西村議員）  続いて、竹森議員、お願いいたします。  

（竹森議員） マイナンバーカードを使って早く支給するという素晴らしいアイデ

アであり、これまでマイナンバー、あるいはマイナンバーカードのどこがメリット

か分からないとして、利用の申請者も少なかったが、今回、そのメリットがはっき

りと分かったということで、これが進めば、更に様々な活用が可能になる。  

 ただ、今、市役所に行って申し込むと、入手まで時間が掛かったり、いろいろ手

間が掛かる。今、オンライン診療は１回目からオンラインでできるようになったの

だから、マイナンバーカードも同様に、できる限り手間が掛からないようにするこ

とは大事だと思います。  

 もう一つ、オンライン化やデジタル化は非常に重要です。今、アジアの国は、パ

ンデミックに対し、携帯アプリを使った危険情報の共有、それからスマートウオッ

チなどを使って体温・心拍数を測ってその情報を感染管理局に伝える。こういった

ことが進んでいます。オンライン化・デジタル化を積極的に活用し、パンデミック

への対応に活かしている。新浪議員もおっしゃいましたが、日本でもそうした技術

を積極的に活用し、パンデミックの被害を軽減するべきだと思います。感染管理の

ためにも、デジタル技術の徹底した活用が重要だと思います。  

 以上です。  
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（西村議員）  ありがとうございます。  

 大体時間が来ておりますけれども、閣僚あるいは議員の皆様、どうしても御発言

を希望される方はおられますか。よろしいですか。  

 ありがとうございました。しっかりと２つの課題に取り組んでいければと思いま

す。  

 それでは、最後に、総理から締めくくりの御発言を頂きたいと思います。  

 プレスを入室させます。よろしくお願いします。  

 

（報道関係者入室）  

 

（西村議員）  それでは、安倍総理、御発言をお願いします。  

（安倍議長）  本日は、まず有識者議員の皆様から緊急提言を頂きました。  

 先週に、これまでにない規模と内容の緊急経済対策を取りまとめましたが、これ

らの施策の効果が国民や事業者の皆様の手元に速やかに届くことが、何よりも肝要

です。そのためには、提言に盛り込まれた各施策の制度や運用上の見直しを、利用

者本位で、きめ細やか、かつ、速やかに行わなければなりません。  

 本日の有識者議員の皆様の提言を踏まえ、関係府省において、早急に必要な見直

しを行っていただきたいと思います。特に、テレワークの推進に向けて、押印や書

面提出等の制度・慣行の見直しについて、緊急の対応措置を、規制改革推進会議に

おいて早急に方針を取りまとめ、ＩＴ総合戦略本部と連携しつつ、着手できるもの

から順次、実行していただきたいと思います。  

 次に、「未来への改革に向けて」について議論を行いました。  

 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大への対応は、世界と共に、総力を挙げて、

危機克服に邁進していくのみならず、歴史的に見ても、正に未来に向けた変革への

転換点となるよう取り組んでいく必要があります。  

 特に、リーマンショックの後、我が国では、他の国に比べてイノベーション投資

が停滞した苦い経験があります。エネルギー関係については、中長期的な視点から

未来投資会議で議論することとしておりますが、リーマンショック時の轍を踏むこ

とがないよう、需要の喚起の観点からだけでなく、ＩＴ化や医療分野をはじめとす

るイノベーションや人材育成、デジタル化・グリーン化を通じた地域に対する投資

など、未来を先取りする投資の促進に積極的に取り組んでいきたいと思います。  

（西村議員）  ありがとうございました。  

 それでは、マスコミの皆さん、御退室をお願いいたします。  

 

（報道関係者退室）  
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（西村議員）  民間議員の皆様、閣僚の皆様、ありがとうございました。  

 以上で、本日の会議を終了したいと思います。引き続き、よろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。  

（安倍議長）  どうもありがとうございました。  


